
　県民に精度の高い効果的な手法による健診・検査の受診機会を提供し、広く県民の疾病の予

防や健康の保持増進に繋げるため、行政や医師会、大学病院等と連携し、各種健診手法の検証

や健診・検査等の精度管理等に係る調査、新しい健診・検査の取り組みなども検討している。

1] 発見がん追跡調査の実施
　令和3年度に、住民検診における胃・肺・大腸・子宮頸・乳・前立腺の各がん検診や人間

ドックを受け、精密検査が必要になった受診者のうち、精密検査結果連絡票にがん又はがん

疑いと記載のあった症例について、発見がん追跡調査を実施した。各がん取扱い規約に基づ

いた詳細な内容を把握する調査票を、精密検査を実施した113医療機関宛てに1,208枚送付

し、回収できたのは1,134枚（回収率93.9％）であった。

　これにより、がん発見率や陽性反応適中度等のプロセス指標値を把握し、がん検診の精度

管理状況の評価をし、改善に向けた検討を行っている。なお、追跡調査結果は、読影医及び

調査協力医療機関に報告している。

2] 放射線業務従事者の健康影響に関する疫学研究への協力
　厚生労働省では福島第一原子力発電所において緊急作業に従事した作業員の長期にわたる

健康影響を明らかにすることを目的に、平成26年度から約30年間にわたる疫学的研究を実施

している。当事業団では県内唯一の健診受託機関として参画しており、令和4年度は41名の

対象者に健康診査を実施した。

1 調査・研究

　県民の疾病予防、健康の保持増進のため、健診・検査等で得られたデータの集統計及び解

析、がんの追跡調査を行い、その結果及び健診手法などに関して得られた成果を受診団体等に

提供した。

1] 地域職域診断サービス報告書を受診団体へ提供
　受診団体における健康づくりに活用いただくために、健康診断の有所見率や生活習慣など

ついて当該団体と全国・県データ*と比較評価し、報告書として提供した。さらに要望に応

じて保健師等を派遣し、分析結果や改善策について直接説明を行った。

　・地域職域診断サービス：20団体実施（14市町 、6事業所）に提供

　 *全国・県のデータは公益財団法人予防医学事業中央会の「地域職域診断サービス」を活用

2] 事業年報作成及び配布
　健診・検査で得られたデータの集統計や解析、がん追跡調査の結果等をまとめた当事業団

発足以来発行している事業年報（第46号）を670部作成した。県民の疾病予防及び健康増進

のための基礎資料や、地域・職域において実施される保健事業の計画及び市町が定める健康

増進計画策定等の参考にできるよう、県、市町、受診団体、医療機関、大学などの関係機関

に配付したほか、より多くの方が利用できるようホームページに公開した。

2 集統計・解析
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 題             名 年月日 学  会  名  等 発 表 者

1] 各種学会研修会等での公表
　研究の成果を広く県内関係団体や全国的な研究機関等における疾病の予防、生活環境の保

全、健康増進のための基礎資料として活用の促進に繋げるため、事業の成果を次のとおり各

種学会に発表し、公表した。

3 論文・研究発表

峯　田　ひかり

神　宮　直　子

太　田　千　晴

田　邉　大　輔

大　塚　好　美

 

小　澤　　　悠

大　窪　三紀世

手　塚　真　史

第60回栃木県公衆衛生学会

第60回栃木県公衆衛生学会

第60回栃木県公衆衛生学会

令和4年度飲料水検査及び簡易

専用水道検査技術研修会

第49回日本乳腺甲状腺超音波医

学会学術集会

第56回全国予防医学技術研究会

第56回全国予防医学技術研究会

第56回全国予防医学技術研究会

当施設における受診間隔別の胃がん進行度につ

いて

ICTを活用した特定保健指導事業について

無症状者を対象とした新型コロナウイルス感染

症抗原定量検査の実施報告（第二報）

過去17年間の検査結果から見る、貯水槽の劣化

傾向と耐用年数についての考察

乳がん超音波検診における超音波所見の陽性反

応的中度（第2報）－栃木県保健衛生事業団に

おける住民検診より-

胸部X線画像AI読影支援システムの構築につい

て

当施設における心電図検査至急連絡について

連続受診率からみる住民健診Web予約における

受診日優先予約方式（日付指定）の導入効果に

ついて

R4.9.13

R4.9.13

R4.9.13

R4.9.16

R4.10.8

 

R5.3.3

R5.3.3

R5.3.3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

(7)

(8)
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【はじめに】

　2016年から国が推奨する胃がん検診は、

「40歳以上を対象に1年に1回」から、「50

歳以上、受診間隔はX線検査もしくは内視鏡

検査のいずれかを2年に1回」と改訂され

た。但し当分の間は40歳以上で年1回実施し

ても差し支えないとされている。当施設で

も当面は胃がん検診の対象年齢、受診間隔

を変えることなく胃がん検診を実施してい

るが、今後正式に対象年齢と受診間隔が変

更になった場合、40歳代の胃がんを発見で

きなくなることや早期がん比率の低下が懸

念される。

【目的】

　当施設の胃がん検診の状況と発見胃がん

を調査し、発見時年齢と受診間隔毎の状況

について調査する。

【対象】

　2015年度から2020年度までの住民検診で胃

X線検査を受診した延べ27万6,722名のうち、

確定胃がんであった352名から不明胃がん13

名を除いた339名を対象とした。（表1）

【方法】

　受診者数、がん発見率を、性・年齢別に集

計した。また対象を受診間隔別に分類し、特

徴について検討した。受診間隔については、

1年前受診、2年前受診、3年前受診、初回受

診（初回もしくは4年以上受診なし）につい

て集計した。

【結果】

　受診者数は女性の方が多く、発見率は男性

の方が高かった。また、発見率は年齢が高く

なるにつれて高くなっていた。（図１）

〇峯田ひかり　　宮代　紗希　　町田　彩貴　　安達　美帆

　大塚　幸雄　　藤田　武志　　堀江　　聡　　増田　英夫

　阿部　聡子　　阿久津敏惠　　森久保　寛　　渡邉　　慶

第 60 回栃木県公衆衛生学会

（１）当施設における受診間隔別の胃がん進行度について

男 受診者数 確定がん 不明胃がん 対象 

2015 22,605 56 1 55 

2016 21,709 49 3 46 

2017 21,514 44 2 42 

2018 20,684 35 1 34 

2019 19,821 61 3 58 

2020 14,927 27 0 27 

女 受診者数 確定がん 不明胃がん 対象 

2015 29,458 22 1 21 

2016 27,966 8 1 7 

2017 27,561 10 0 10 

2018 26,677 17 0 17 

2019 25,241 16 0 16 

2020 18,559 7 1 6 

総計 276,722 352 13 339 

 表 1 2015～2020 年度胃がん検診受診状況

図 1 年齢別の受診者数、がん発見率

　公益財団法人栃木県保健衛生事業団
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 早期胃がん 進行胃がん 総計 

1 年前受診 154 40 194

2 年前受診 23 14 37

3 年前受診 6 4 10

初回 65 33 98

総数 248 91 339

表2　受診間隔ごとの発見がん内訳

また、検診対象外の30歳代で男性1名、女性1

名からの発見があり、今後検診対象外となる

40歳代から男性2名、女性3名の発見があっ

た。

339名の発見がんの受診間隔ごとの内訳を表2

に示す。

　図2において早期がん割合は、1年前受診で

最も高く、次いで初回受診、2年前受診、3年

前受診の順となった。また、1年前受診では2

年前受診より早期がん割合は高く、有意差が

見られた。

　深達度についても、受診間隔が長くなるに

つれて、進行した傾向が見られた。（図3）

図3　受診間隔別深達度

図2　受診間隔別早期・進行がん割合
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【考察】

　本来検診対象外である30歳代で男性1名、

女性1名の発見があり、40歳代からも男性2

名、女性3名が発見されており、そのうち4

例が進行がんであった。ヘリコバクターピ

ロリ菌の感染率の低下と共に若年層の胃が

ん罹患率が減少すると予測されているが、

40歳代については今後更なる検討が必要と

思われる。

　受診間隔ごとの状況では、早期・進行が

ん割合について1年前受診より2年前受診の

進行がん割合が有意に増加傾向を認め、受

診間隔が開くことで予後の悪化が懸念され

る。また、深達度については、初回受診者

群において早期発見が多いものの1年前受診

群よりもSSやSE浸潤癌が多く、より進行し

た状態で発見される傾向が認められた。

これらの結果を踏まえ年齢制限や受診間隔

については、胃がんリスクも考慮しながら

再度検討を行う必要があると考えられる。

【まとめ】

　今後、若年層からの胃がん発見は減少が

予想され、検診としての効率が下がるた

め、胃がんリスクを考慮した検診体制の構

築が必要となる。また、胃X線検査の精度で

は安易に受診間隔を開けると進行がん割合

の増加が懸念されるため、逐年受診を推奨

したい。
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（表１）3年間の保健指導実施方法

  令和元（2019）年度 令和 2（2020）年度 令和 3（2021）年度 

実施時期 9 月～1月 10 月～2月 7 月～3月 

人  数 男性 3名・女性 1名 男性 4名 男性 14 名 

ＩＣＴ活用方法 ・初回面接後に同意書 

・栃木県・システム業者
経由でのアプリ使用手続
き、後日アプリ使用開始 

・電話・メール機能によ
る日程調整および支援Ａ
や支援Ｂの実施 

・初回面接後に同意書 

・アプリ使用手続き（簡
素化）、後日アプリ使用開
始 

・電話・メール機能によ
る日程調整、さらにＴＶ
電話による支援Ａの実施 

・初回面接後に同意書 

・ＱＲコード読み取りで
のアプリ開始手続き、即
日使用開始 

・メール機能はチャット
に変更、主としてＴＶ電
話による支援Ａの実施 

○神宮　直子　　　忽那　洋子　　　伊東　利枝

　川田　光宏　　　渡邉　　慶

第 60 回栃木県公衆衛生学会

（２）「ＩＣＴを活用した特定保健指導事業」について

1. はじめに

特定保健指導とは、生活習慣の見直しをす

ることで動脈硬化の予防効果が多く期待でき

る者（メタボリックシンドローム予備群）に

対し、専門職が生活習慣を見直すためのサ

ポートを行う保健指導である。該当する者の

大半は、40～50歳代だが、仕事が多忙である

ことや面談場所が遠方等の理由で継続的な支

援の機会を逃したり、保健指導そのものを辞

退するケースも多いと感じていた。そこで、

栃木県によるICT（Information and Commu-

nication Technology：情報通信技術）を活

用した特定保健指導モデル事業に参加し、実

際に時間や場所の制約のない保健指導によ

り、効果性や効率性向上が図れるのか、ま

た、将来的に自主事業として展開するための

資料とするために検討した。

2. 事業概要

（1）ＩＣＴツールについて

栃木県が選択した業者の健康アプリを使

用、機能については①～③の通り。また、

参加団体と業者間での情報交換が年数回程

度、保険者協議会主催の報告会の中で行わ

れた。

①自己記録ツール（体重・血圧・歩数・

食事の写真やコメント等、保健指導者も

閲覧可能）

②連絡・支援ツール（メール、チャット）

③遠隔面談支援ツール（ＴＶ電話）

（2）実施期間

令和元（2019）年度～令和3（2021）年

度までの3年間（栃木県からICTツールを提

供）

（3）対象者

Ａ共済組合の組合員（人間ドックまたは

職場の定期健診を受診し、特定保健指導の

積極的支援に該当かつ、事業の内容に同意

した22名（男性21名、女性1名）、平均年

齢50.5（±6.4）歳。

（4）3年間の保健指導実施方法

当事業団における本事業実施方法は（表

１）の通りである。

3. 結果

（1）ＩＣＴツールについて

ICTツールの機能別に得られたことを参

加者と保健指導実施者でまとめた結果は

（表2）の通りである。

（2）保健指導の結果

年度ごとの参加者の状況変化は（表3）

の通りである。体重・腹囲の平均値は（図

1）にも示した。初回面接から評価面接ま

でに体重が1～3％減少した者は9名、3％以

上減少した者は8名であった。また、初回

面接時に無関心期や関心期に該当していた

者のすべてにおいて、行動変容ステージの

改善がみられた（図2）。

　公益財団法人栃木県保健衛生事業団
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（表2）結果：ＩＣＴツールについて

（表3）結果：保健指導

 性 

別 

年 

齢 

体   重 行動変容 生活習慣変化 翌年度 

階層化 初回 評価 増減 変化率 初回 評価 食事 活動 喫煙 

Ｒ 

元 

年 

度 

1 男 57 78.9 75.6 -3.3 -4.18 関心期 実行期 改善 改善 なし 動機 

2 男 44 84.1 81.7 -2.4 -2.85 維持期 実行期 改善 変化なし なし 情報 

3 男 46 70.5 70.2 -0.3 -0.43 実行期 維持期 改善 変化なし なし 積極 

4 女 45 72.1 71.1 -1.0 -1.39 無関心期 関心期 改善 変化なし なし 動機 

Ｒ 

2 

年 

度 

5 男 40 101.1 99.0 -2.1 -2.08 準備期 準備期 改善 変化なし あり 積極 

6 男 57 75.9 70.2 -5.7 -7.51 維持期 維持期 改善 変化なし なし 情報 

7 男 40 73.5 69.8 -3.7 -5.03 実行期 維持期 改善 改善 なし 積極 

8 男 47 152.6 149.6 -3.0 -1.97 準備期 実行期 改善 改善 なし 情報 

Ｒ 

3 

年 

度 

9 男 58 79.6 80.6 1.0 1.26 実行期 実行期 変化なし 変化なし あり - 

10 男 58 73.9 73.0 -0.9 -1.22 実行期 実行期 悪化 変化なし なし - 

11 男 52 80.5 77.5 -3.0 -3.73 関心期 実行期 改善 悪化 なし - 

12 男 57 65.5 64.0 -1.5 -2.29 関心期 準備期 改善 改善 あり - 

13 男 42 81.9 80.0 -1.9 -2.32 準備期 実行期 改善 改善 なし - 

14 男 59 76.7 76.0 -0.7 -0.91 実行期 準備期 変化なし 変化なし なし - 

15 男 51 84.9 76.9 -8.0 -9.42 維持期 維持期 改善 改善 なし - 

16 男 54 95.7 93.5 -2.2 -2.3 関心期 実行期 改善 改善 なし - 

17 男 48 70.2 67.5 -2.7 -3.85 準備期 実行期 改善 改善 なし - 

18 男 56 76.6 76.6 0.0 0.00 実行期 実行期 改善 改善 なし - 

19 男 51 92.0 88.4 -3.6 -3.91 維持期 維持期 改善 改善 なし - 

20 男 41 82.4 81.2 -1.2 -1.46 実行期 準備期 悪化 改善 あり - 

21 男 50 72.2 71.8 -0.4 -0.55 実行期 維持期 改善 改善 なし - 

22 男 57 68.1 64.5 -3.6 -5.29 無関心期 実行期 改善 変化なし なし - 

参　加　者

導入時

保　健　指　導　者

・R1・2：導入方法が複雑すぎる

・R3　 ：OR コードの読み取りだけで使用可能、簡単で便利

・ペット写真等、保健指導とは関係のない日常

の記録もすることができて楽しめた

・体重や歩数確認の習慣化により意識が高ま

り、運動開始のきっかけになった

・スマホ機能の連携で歩数入力（自動入力）

・最初のうちはこまめに使用したが、飽きてし

まい記録中断

・機能が煩雑、多忙等理由に記録しなかった

・以前から記録ツールを使用していたためわ

ざわざ使用しなかった

・記録の共有によりタイムリーな状況把握が

可能

・面談時のアドバイス（事前の資料準備等）の

ために活用できた

・定期的な連絡が励みになった（良い緊張感、

安心感）

・チャット機能は電話よりも気軽に連絡のや

りとりができた

・相手の時間を気にせずに日程の調整などの

連絡をすることができた

・個々のアプリ記録を手作業で確認するため、

状況に合った助言は難しかった

・思っていたよりも簡単、面談に出向く必要も

なく快適だった

・コロナ禍によりリモートワークや Web 会議

に慣れ、抵抗感なく参加できた

・家族（妻）と共に保健指導に参加でき、食事の

工夫点等理解できた

・電波状況やアプリの不具合で遠隔面談がで

きなかった

・多忙な参加者にも気軽に声掛けができた

・リラックスした状況にある参加者と面談す

ることができた

・細かな表情や雰囲気を確認しづらかった

・土曜日や夜間の面談希望が多く、スケジュー

ルの調整に時間を要した

・ＴＶ電話ができない場合の原因解明が即座

にできなかった

162 栃木県保健衛生事業団　令和 4年度事業年報　第 47 号

調査・研究【論文・研究発表】



92.0

94.0

96.0

初回 評価

腹囲

78.0

80.0

82.0

84.0

初回 評価

体重（kg） （cm）

0

5

10

15

無関心期 関心期 準備期 実行期 維持期

 ■初回 ■評価 

（図１）体重・腹囲の変化

（図２）行動変容の変化

さらに、令和元（2019）年度および令和2

（2020）年度については、8名中5名が翌

年度の特定健診から階層化した保健指導

レベルが改善した。

4.考察

（1）ＩＣＴツールの活用について

体重や歩数等の記録は、モチベーショ

ン維持に繋がったようである。また、

チャットやＴＶ電話による保健指導は、

多忙な人でも時間の調整がしやすいた

め、連絡確認や面談においての利便性が

高まる等有効な手段であったことを確認

できた。

一方、記録ツールの使用によって、減

量や生活習慣の変化に繋がった者がいた

反面、アンケートや本人から聞きとった

内容からは、今回のアプリ（記録機能）

は手間を理由にあまり利用していない者

も多かった。既に自分で見つけたアプリ

や記録ツールを使用していたケースも

あったことから、記録アプリ（ツール）

は決まったものを無理に勧めることはせ

ず、紹介程度に留めたほうが良いのかも

しれない。

さらに、アプリ使用開始までの手間や

時間がかかることによる保健指導へのマ

イナスイメージ、機器の操作不良時の対

応が即座にできない（マニュアル作

成）、支援回数や面談時間の設定にかか

ることによるスタッフの負担、ICT活用に

よる保健指導の知識や技術を付けていく

必要性等、効率性については問題点や今

後の課題に気づくことができた。

（2）保健指導の効果について

保健指導の効果としての判断材料とな

る体重や行動変容の変化については、仕

事や家庭・体の状況といった個人ごとの

「日常」にも大きく左右されるため、そ

の評価は難しいところである。ただし、

今回の結果を見た限りでは通常の保健指

導よりも劣ることはないと考える。

5.まとめ

令和元（2019）年度から令和3（2021）年

度にわたり、栃木県の「ＩＣＴ活用特定保

健指導モデル事業」に参加し、保健指導の

効果性や効率性の向上を図ることができる

かを検討した。記録ツールは個人の向き不

向きがあったが、ＴＶ電話による遠隔面談

は利便性が良く、有効な手段であった。

コロナ禍でのオンライン利用の普及によ

り、今後は遠隔面談の需要もますます増え

ていきそうである。当事業団では、令和4

（2022）年度から対象団体を広げて遠隔面

談の実施を開始した。当面は、対面による

初回面談後、継続的な支援（面談）をス

マートホンやタブレット上でも気軽に扱え

るICTツール（Web会議システム）を希望者

に利用していただく。

心筋梗塞や脳梗塞の原因となる動脈硬化

は、生活習慣の見直しを図ることで予防が

可能である。早期の取り組みが重要である

ことから、積極的に特定保健指導を利用し

てほしい。多くの対象者に参加していただ

くために、保健指導者としても出来る限り

個々に合わせた手段や内容を考えていきた

い。
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【はじめに】

当施設では令和2年9月1日より唾液検体に

よる無症状者を対象とした新型コロナウイル

ス感染症の抗原定量検査（以下抗原定量検

査）を開始した。前年度の報告に続き、令和

3年度における抗原定量検査の実施状況につ

いて報告する。

また、昨年度、抗原定量検査4.00pg/mL以

上でPCR検査(－)と結果が乖離した検体が複

数存在したことから、令和3年度については

同様の結果で乖離した検体全てについて、そ

の原因を詳細に確認したので併せて報告す

る。

【試薬と使用機器】

（1）抗原定量検査

測定試薬：ルミパルス　SARS-CoV-2Ag免疫反応

　　　　　カートリッジ(富士レビオ株式会社)

測定機器：全自動化学発光酵素免疫測定装置　

　　　　　G1200 Plus（富士レビオ株式会社）

（2）PCR検査

測定試薬：Ampdirect 2019-nCoV検出試薬キット

　　　　（株式会社島津製作所）

測定機器：BIO RAD CFX96 Touch Deep Well

　　　　　リアルタイムPCR解析システム

（バイオ・ラッド　ラボラトリーズ株式会社）

【検査の流れ】

　検査の流れを図1に示す。令和2年9月1日に

検査を開始し、測定試薬の添付文書では抗原

定量値0.67～3.99pg/mLの範囲はPCR検査の結

果も含めて総合的に診断を行うこととなって

いたため、令和3年2月5日までは、抗原定量

値0.67～3.99pg/mLはPCR検査で確認し、

4.00pg/mL以上は抗原定量検査のみで陽性と

していた。しかし、抗原定量値4.00pg/mL以

上でPCR検査（－）と結果が不一致となる検

体が存在したため、2月6日以降は図1に示す

よ う に 、 再 測 定 結 果 が カ ッ ト オ フ 値

0.67pg/mL以上は全てPCR検査を実施する流れ

に変更し、令和3年度についても同様の流れ

で抗原定量検査を実施した。

【結果】

（1）依頼数

令和3年度の抗原定量検査依頼数を表１

に示す。各種団体が自主的に抗原定量検査

を行う自主事業抗原検査が11,945人、県委

託行政検査364人、県高齢者施設等職員検

図１　検査の流れ

表１　抗原定量検査依頼数 （人）

○太田　千晴　　阿部由香里　　高橋　　史　　高瀬　訓子

　手塚　真史　　大出　定夫　　増田　英夫　　永井　充洋

　森久　保寛　　渡邉　　慶

第 60 回栃木県公衆衛生学会

（３）無症状者を対象とした新型コロナウイルス感染症抗原定量検査の実施報告 (第二報 )

　公益財団法人栃木県保健衛生事業団
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表２　団体区分別実施状況

表３　抗原定量検査とPCR検査結果

図２　PCR検査結果別の抗原定量値

　査 421 人、一定高齢者対象抗原検査 14 人、

　宇都宮市事業所対象抗原検査 555 人で、合

　計 13,299 人であった。令和 2 年度は依頼

　数の約 70％が県高齢者施設等職員であっ

　たのに対し、令和 3 年度は約 90％が自主

　事業抗原検査であった。

（2）団体区分別実施状況

令和 3 年度の団体区分別実施状況を表 2

に示す。抗原定量検査依頼総数 13,299 人

のうち量不足などで検査不能となった 47

人を除いた 13,252 人の抗原定量検査の結

果は、抗原定量値 0.67pg/mL 未満で陰性と

なった人が 13,123 人、0.67pg/mL 以上で

PCR 検査を実施したのが 129 人、そのうち

PCR 検査が陽性となった人は 112 人で陽性

率は 0.85％であった。

（3）抗原定量検査とPCR検査結果

抗原定量検査で 0.67pg/mL 以上だった検

体の抗原定量値と PCR 検査の結果を表 3

に示す。PCR 検査を実施した 129 人のうち、

PCR 検査 (－) となった 17 人の抗原定量値

の内訳は 0.67 ～ 3.99pg/mL が 13 人、4.00

～ 9.99pg/mL が 2 人、10.00 ～ 99.9pg/mL

が 2 人であった。また、PCR 検査（＋）となっ

た 112 人の内訳は、0.67 ～ 3.99pg/mL が

28 人、4.00 ～ 9.99pg/mL が 14 人、10.00

～ 99.9pg/mL 以上が 33 人、100.0pg/mL 以

上が 37 人であった。

（4）PCR検査結果別抗原定量値の濃度分布

PCR 検査結果別抗原定量値の濃度分布を

図 2 に示す。PCR 検査 (－) では 0.67 ～

62.19pg/mL に分布し、17 件中 13 件は測定

試薬の添付文書で PCR 検査での確認が推奨

されている 0.67 ～ 3.99pg/mL に分布して

いた。また、PCR 検査 (＋) では 0.67 ～

5000pg/mL と低値から高値まで幅広く分布

していた。PCR 検査（＋）だった 112 件中

28件は、0.67～3.99pg/mLに分布しており、

カットオフ値 0.67pg/mL 付近でも陽性検体

の存在が確認された。

（人）
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（5）確認試験結果

抗原定量値が 4.00pg/mL 以上で PCR 検査

が (－) となった 4 件の検体を抗原定量検

査の測定試薬メーカーに依頼し、詳細を確

認した。確認試験として、当施設での検査

と同一検体を用いて再度試薬メーカーで抗

原定量検査の実施と抗 SARS-CoV-2- 抗体に

対する吸収試験を行った。その結果を表 4

に示す。4 件の検体のうち No.2 ～ 4 の 3

件の検体では、抗 SARS-CoV-2- 抗体に対す

る吸収効果が認められず、抗原定量値が

4.00pg/mL 以上を示したのは非特異反応で

あることが判明した。

また、PCR 検査が (－) だったため最終

的に「陰性」の結果報告をした No.1 の検

体は、測定試薬メーカーでの抗原定量値も

ほぼ同様の定量値を示し、さらに抗

SARS-CoV-2- 抗体に対する吸収効果が認め

られたため、正式に抗原定量検査は (＋)

であったことが判明した。このケースでは、

新型コロナウイルス感染症の回復期で抗原

量が徐々に減少していくものの PCR 検査結

果が陰性と陽性を繰り返している時期の可

能性が示唆された。

【考察】

令和 2年度の陽性率は 0.067％であったが、

令和 3 年度は 0.85％と陽性率が上昇してい

た。令和 2 年度と令和 3 年度ともに検査対象

者は無症状者であるが、令和 2 年度は陽性者

の発生やクラスターを未然に防ぐ目的で行わ

れた県高齢者施設等職員検査が多かった。一

方、令和 3 年度は自主事業抗原検査が最も多

く、濃厚接触者と接触した無症状者を対象と

した検体が多かったことが影響し、陽性率が

上昇したのではないかと推測された。

また、抗原定量値が 4.00pg/mL 以上を示し、

PCR 検査 (－) と結果が乖離した検体の出現

頻度は、令和 2 年度は検査実施数 25,472 人

中 13 人（0.05％）、令和 3 年度は 13,252 人

中 4 人（0.03％）と、令和 2 年度と令和 3 年

度に有意差は認められず、概ね非特異的反応

が原因と考えられるが一部には新型コロナウ

イルス感染症の回復期検体等も混在してい

た。

このことから、抗原定量値が 4.00pg/mL 以

上にも拘らず PCR 検査が (－) となる検体の

存在を考慮して、抗原定量検査のカットオフ

値 0.67pg/mL 以上の場合には、全ての検体に

対して検体中の新型コロナウイルスの RNA の

存在を確認するために PCR 検査の実施は必要

であるのではないかと考えられた。

【まとめ】

令和 3 年度も 13,252 人の抗原定量検査を

実施し、抗原定量検査でカットオフ値以上の

検体を抽出し、PCR 検査で判定するという検

査の流れは大量検体を処理することができ、

感染防止につながるスクリーニング検査とし

て有益な方法であると再確認できた。

しかし非特異反応なども存在することか

ら、PCR 検査と同程度の感度を有する抗原定

量検査でスクリーニングを行い、カットオフ

値 0.67pg/mL 以上となった検体は PCR 検査で

確認することが重要であると改めて確認する

ことができた。

表４　確認試験結果
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1. はじめに

ＦＲＰ水槽の耐用年数は『ＦＲＰ水槽構造設計計算法（１９９６年版）社団法人強化プラス

チック協会』によると、理論上１５年とされている。

しかし実際の耐用年数は様々な条件、要因によって大きく異なっているのは周知である。今

回、当事業団の過去１７年間の検査結果を様々な角度から分析し、行政報告対象となった衛生上

特に問題のある施設について、様々な条件下での劣化の傾向や度合いを整理するともに、今後の

課題等について報告する。

2. 調査対象

平成１７年度から令和３年度の当事業団の

検査実績は２８，０３２件で、そのうち行政

報告対象となったのは２０３件（０．７％）

であった。

それらを表１で示す厚生労働省告示第２６

２号に基づいて区分すると２２９件であっ

た。水槽の直接的な破損を示す区分は４、５

または６の一部であり、８２件（３６.２％）

と全体の中でも一定の割合を占めている。

本調査では、区分４，５（６）の直接の原

因となる指摘箇所を確認し、下記の通り調査

対象と設定した。

・本体（開口部、すき間）　:区分４，５

・本体（亀裂）　　　　　　:区分５

・本体（電極部等の接合部）:区分５

・マンホール（破損）　　　:区分５

・通気管（破損）　　　　　:区分５

・内部（光の透過）　　　　:区分６

3. 集計条件

①水槽材質別

②受水槽または高置水槽の別　

③設置場所別：屋内または屋外（樹木）

④設置者等の意識別：３年以上同じ指摘が

続いている、または細かく修繕を行って

　いる

⑤関連する不適箇所が最初に発生してから

　　行政報告となるまでの年数別

⑥設置から行政報告となるまでの年数別

４.結果

図１～図５、表２の通り。

○田邉　大輔　松島　史朗　　増田　英夫　　渡邉　　慶

令和 4年度飲料水検査及び簡易専用水道検査技術研修会

（４）過去１７年間の検査結果から見る、貯水槽の劣化傾向と耐用年数についての考察

　公益財団法人栃木県保健衛生事業団
たなべ だいすけ

表１　厚生労働省告示２６２号に基づく

　　　行政報告区分

(１) 

汚水槽その他排水設備から水槽に汚水

若しくは排水が流入し、又はそのおそれ

がある場合 

(２) 水槽内に動物等の死骸がある場合 

(３) 
給水栓における水質の検査において、異

常が認められる場合 

(４) 

水槽の上部が清潔に保たれず、又はマン

ホール面が槽上面から衛生上有効に立

ち上がっていないため、汚水等が水槽に

流入するおそれがある場合 

(５) 

マンホール、通気管等が著しく破損し、

又は汚水若しくは雨水が水槽に流入す

るおそれがある場合 

(６) 

その他検査者が水の供給について特に

衛生上問題があると認める場合 

（※光の透過により水槽内部に藻類が

発生している場合） 

図１　材質別内訳（ｎ=82）
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水槽材質別の集計を図１に示す。ＦＲＰ製

が８６．６％と群を抜いて多かった。特にＳ

ＵＳ製と鋼板製は、本体的な問題はほぼ発生

していなかった。

受水槽または高置水槽の別の集計を図２に

示す。受水槽が５５件（６７．１％）、高置

水槽が２７件（３２．９％）であった。ただ

し全体的な設置数の比率もほぼ同等であり、

明確な差とは必ずしも言えない。

特徴として受水槽は「本体（亀裂）」が１

１件と多く、高置水槽は通気管（破損）が１

２件と他の指摘と比較し多く現れた。

設置条件別の集計を図３に示す。屋外設置

が９７．８％であり、中でも周囲に樹木の多

い施設は、本体（開口部、すき間）による不

適が大部分を占めていた。

設置者等の意識別の集計を図４に示す。３

年以上同じ指摘を繰り返していた施設は５５

件であり、随時修繕を行っている施設の２７

件と比較すると、多くの不適が発生してい

る。

詳細としては、本体の不適においての大き

な差は見られなかったが、マンホールや通気

管といった付帯設備の不適に大きな影響が見

られた。

関連する不適箇所が最初に発生してから行

政報告となるまでの年数を表２に示す。ほと

んどの年で差は見られなかったが、過半数近

くが１年以内に（その場で）対象となってい

た。

設置から行政報告となるまでの年数を図５

に示す。一番多いのは３０～３９年経過した

水槽で２１件（３６．８％）、続いて２０～

２９年経過した水槽で２０件（３５．１％）

となった。１０～１９年経過した水槽は５件

（８．８％）であった。

5. 考察

簡易専用水道における貯水槽の劣化、とい

う意味合いだけで考慮した場合、ＦＲＰ製の

屋外設置型受水槽のリスクが最も高くなるこ

とが分かった。これは現時点で最も初期費用

がかからない形であるが、その分だけ管理に

手間を惜しまぬ姿勢が問われていると言い換

えられる。

また設置者の意識が低い施設は多くの不適

を生み出しているが、それらは主にマンホー

図４　設置者の意識別内訳（ｎ=82）

図３　設置条件別内訳（ｎ=82）

図２　受水槽または高置水槽の別内訳（ｎ=82）

表２　関連不適箇所が最初に発生してから行政報告に至る

　　　までの期間（N=63　※データ不明の 19 件は除く）
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ルや通気管といった付帯設備が原因であり、

本体の不適は前回の検査から１年未満の期間

で多く発生している。これは行政報告対象と

なる不適は事前に予期せず訪れることを意味

するとともに、定期的な自主検査の実施、並

びに１年に１回以上法定検査の受検の根拠と

成り得る数値である。

本調査で得た設置から行政報告となるまで

の年数を「貯水槽の現実的な耐用年数」と仮

定すると、理論上の数値である１５年以上の

年数が経過した水槽が多数見受けられた。そ

れらの多くの場合は２０年を超えると著しく

不適が広がり、４０年まで至ると極めて多く

の水槽において行政報告対象となることが分

かった。

6. まとめ

本調査の観点から貯水槽の現実的な耐用年数を推測すると、理論値よりも長い事例が多く確認

できたが、そこを超えると行政報告になる施設が大きく増える傾向がある。水槽の劣化は環境や

状況に大きく左右されており、中でも設置者の意識による細かな修繕行動は、付帯設備の劣化を

大きく軽減させていた。

また本体の不適は突発的に発生し、即座に行政報告にまで達する傾向があるため、定期的な点

検や検査は水の衛生を保持するためには必須と言える。

我々検査機関はそれらの点を常に意識し、設置者への積極的な啓発や精度の高い検査を行うこ

とで、公衆衛生の向上に寄与することが出来る。

それこそが登録検査機関としての責務であり、今後の課題でもあると言えるだろう。

図５　設置から行政報告になるまでの年数

（N=57　※設置年度不明の 25 件を除く）
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【はじめに】

　当施設では栃木県内の市町の委託を受け、年間約5万件の対策型乳がん検診を実施してい

る。このうち約4万件は超音波とマンモグラフィによる分離併用検診である。判定は当初独立

判定方式を採用していたが、2017年度からは総合判定を採用している。超音波判定はJABTSガ

イドラインの要精査基準に準拠した所見コードを用いている。今回超音波所見の陽性反応的中

度について検討したので報告する。

【対象と方法】

　総合判定採用前の2014~2016年度の3年間に分離併用独立判定方式を受診した122,527名のう

ち、超音波検査にてカテゴリー3以上の要精検者を対象とし、追跡調査にて最終診断で乳がん

と診断された症例について、所見毎のカテゴリー別陽性反応的中度を算出した。

【結果】

　3年間の乳がん併用検診の要精検者は7,128名で要精検率5.8％であった。発見乳がん数は334

例で発見率0.27％、早期がん比率は74.3％であり、このうち超音波検査での要精検者は3,289

名で要精検率2.7％、精検受診者数は2,914名で精検受診率88.6％、発見がん数は263例で発見

率は0.21％であった。また、263例を腫瘤・非腫瘤に分類した主な所見毎のカテゴリー別陽性

反応的中度は次の結果となった。

　　C：カテゴリー、（発見がん数/精検受診者数）、PPV：陽性反応的中度

＜腫瘤＞

　halo：C4（1/1）PPV100％，C5（16/16）PPV100％

　境界線の断裂：C5（5/5）PPV100％

　点状高エコー：C3（2/26）PPV7.7％，C4（11/21）PPV52.4％，C5（3/3）PPV100％

　形状不整腫瘤：C3（38/552）PPV6.9％，C4（64/139）PPV46.0％，C5（42/44）PPV95.5％

　混合性パターン：C3（1/33）PPV3.0％，C4（1/2）PPV50.0％

＜非腫瘤性病変＞

　局所性低エコー域：C3（27/780）PPV3.5％，C4（5/18）PPV27.8％

　乳管拡張（管内充実成分あり）：C3（2/107）PPV1.9％，C4（1/1）PPV100％

　構築の乱れ：C3（1/24）PPV4.2％，C4（3/5）PPV60.0％

【考察】

　腫瘤でのC4,C5の陽性反応的中度は各所見で高い値を示した。C3でも3.0％以上と適正な数値

を示していたことから、要精密検査対象を適切に抽出できていたと思われる。しかし、非腫瘤

性病変では乳管拡張（管内充実成分あり）においてC3で1.9％と低い傾向を示した。

【結語】

　JABTSガイドラインの要精査基準に準拠した当施設の超音波所見とカテゴリー判定は、陽性

反応的中度を見ると概ね良好に機能していることが再確認できた。

〇大塚　好美　　黒川　徳子　　渡邉　朋子

　斉藤シヅ子　　阿部　聡子　　森久保　寛

第 49 回日本乳腺甲状腺超音波医学会学術集会

（５）乳がん検診における超音波検査の陽性反応的中度（第 2報）

　　 －栃木県保健衛生事業団における住民検診より－

　公益財団法人栃木県保健衛生事業団
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【はじめに】

　近年、ディープラーニングによりAI技術

が進歩したことで、医療において様々な支

援システムの導入が進んでいる。胸部X線画

像では、肺がんが疑われる肺結節候補域を

検出する技術が製品化されており、当施設

でも肺がん検診の精度向上を目的にAIによ

る胸部X線画像診断支援システムの検討を行

い、エルピクセル株式会社の胸部X線画像AI

解析ソフトEIRL Chest Screeningを導入

し、2022年10月1日より運用を開始した。

　今回の導入にあたっては、人間ドックと

巡回検診の両方の運用を想定し構築したも

のであり、検討時の結果を交え、導入した

システム構成について報告する。

【検討内容及びシステム構成について】

　AI読影システム導入に向けて、以下の項

目を検討し整備を行った。

1．AI読影システムの導入前性能評価

2．AI解析を効率的に行えるシステムの構築

3．読影支援を効率的に行えるシステムの構築

1．AI読影システムの性能評価

今回導入したAI解析ソフトEIRL Chest 

Screeningは、5mm～30mmの肺結節の検出機

能に加えて、気胸や心胸郭比、大動脈弓の

径などの自動計測機能を有する。

導入に向けた性能評価では、肺結節の検

出を対象に①感度、②特異度に分けて検証

した。

①　感度の評価

　当施設で用意した、追跡調査結果で確

定した肺がん症例をもとに、過去振り返

りで所見が確認できる症例を含めた45症

例をエルピクセル社に解析を依頼し、検

出感度の性能評価を行った。結果は、感

度が91.1％（45症例中、41件を検出）の

成績となった。発見時に所見を指摘でき

ていた症例であるが、前年度に所見を認

める症例もありAIシステムも、この所見

を指摘しており、より小さなうちに発見

できる可能性が示唆された。

②　特異度の評価

　検診時判定「異常を認めず」及び「精

検不要」100例（内訳：異常を認めず85

件、精検不要を含めた症例13件、肺がん2

件）の解析を行い検証した。結果は、特

異度90.6％（85症例中、8件が偽検出）と

なり、肺がん症例の2件とも検出でき、良

好な結果が得られた。偽検出した8件は、

「乳頭陰影」、「肋軟骨」、「血管の軸

方向による陰影」を検出する傾向であっ

たが、オリジナル画像と比較すれば落と

せるものであり、過剰検出による読影時

の負担は最小であると判断した。

2．AI解析を効率的に行えるシステムの構築

当施設での健診業務は、施設内で行う人

間ドックと巡回検診であり、それぞれの業

務に合わせたシステム運用を行っている。

（図1）

〇小澤　　悠　　平山　　隼　　中村　　唯　　岩﨑　恭平

　薄井　隆英　　堀江　　聡　　増田　英夫　　阿部　聡子

　阿久津敏惠　　森久保　寛　　渡邉　　慶

第 56 回全国予防医学技術研究会

（６）胸部 X線画像 AI 読影システムの構築について

　公益財団法人栃木県保健衛生事業団

図１　デジタル画像システム構成図
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今回の導入では、それらの画像を解析す

る必要があり、それぞれの読影にAIの解析

が間に合うハード構成が必要となった。

（表1）

①　AI読影システム構成について

表1の条件を満たすため、ハードの構成

を分けた。さらに巡回検診では解析処理

数が多く、翌日の読影までに解析処理を

完了する必要性から、2基構成とし、並列

処理で対応した。（図2）

検査画像は、PACSで受信したタイミン

グでAI解析サーバーへ自動送信する。AI

解析サーバーへは、DICOMタグに登録され

ているオーダー情報より、正面画像のみ

送信し、不必要な解析を行わない仕組み

とした。

②　AI解析結果のデータについて

AI解析結果は、セカンダリキャプチャ

（SC）の画像データでPACSへ送信する。

巡回検診、人間ドックで使用する装置に

より、シリーズの発番体系に違いがあっ

た。そこでSC画像は、シリーズ番号を

9000の固定値とすることで、読影時にオ

リジナル画像よりも、最後に表示する仕

様とした。また、SC画像が検証時に、オ

リジナル画像より画像容量が大きいこと

がわかり、参考画像のため、画像容量を

圧縮して出力できるよう対応した。

3．読影支援を効率的に行えるシステムの構築

①　読影業務への対応

AI解析されたSC画像のDICOMタグ上に検

出数を登録して、出力する仕様を整備条

件とした。この仕様により、レポートシ

ステムの入力画面上に「AI所見有」を表

示でき、読影者が検出した対象者のみ、

AI解析画像を確認できる対応ができた。

（図3）さらに、AI解析で検出した対象者

を抽出してリスト化でき、3次読影（確定

読影）では、1次・2次読影の要精検者に

追加して読影できる仕組みが取れた。

②　精度管理への対応

レポートシステムの機能として、統計

機能を有している。AI解析の所見検出の

有無と検出数の検索ができ、CSVで情報を

出力できる。この機能により、追跡調査

で確定した肺がん症例から、AI読影シス

テムの感度や陽性反応適中度など、今後

の精度管理が、評価し易い環境を整え

た。

【まとめ】

　AI読影システムの導入に向け、性能評

価、システムの運用構築を進めてきた。当

施設における症例の性能評価では、感度・

特異度ともに90％を超える評価となった。

全ての所見を検出できることは不可能なた

め、検出の不得意部分を理解し、読影する

必要があるが、偽検出も含め今後のバー

ジョンアップに期待したい。今後は導入後

の効果の検証など、精度管理の評価を行

い、診断精度の向上に努めたい。

図３　レポートシステムでの『AI所見有』の表示

人
間
ド
ッ
ク

運用

検査

読影

巡
回
検
診

人間ドック施設内では、人間ドックシステム上にMWMサーバー
を設置し、進捗管理も含め属性情報と撮影オーダーの連携を
行っている。

健診現場で受診者情報の取得ができないため、受診票に印字
されているバーコードをマッチングキーとし、検査装置で読
み取り、帰庁後に属性情報のマッチングを行っている。

土曜・日曜日分のマッチング処理を、月曜日の午前中に行う
ため、月曜日分も含め、1日あたり最大で1700件。150,000件/
年間

1日の検査数は50件程、7時40分～9時30分の間に撮影。10,000
件/年間

当日の結果説明のため、読影開始時間の10時30分までに解析
が完了

マッチング処理後、翌日の読影までに解析が完了。

運用

検査

読影

表１　1日あたりの解析処理人数の条件

図２　AI読影システム構成図
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【はじめに】

当施設では地域・職域健診において年間

約12万件の心電図検査を実施している。そ

の中で、至急連絡対象所見が出た場合、技

師が波形（所見）・問診内容（既往歴、自

覚症状）・前回結果等を確認後、至急判定

依頼の波形を抽出し、健診当日に医師に判

読してもらう。

しかし、問診内容が正しく記入されてな

い事があり、至急判定依頼の波形を抽出す

るにあたり問診内容の詳細を再確認する必

要性がでてきた。

今回、精度管理専門委員会心電図検査委

員会において至急連絡所見および至急判定

依頼について見直しを行い、それに基づい

て2021年度より新たな体制で実施してい

る。それについて報告する。

【対象および内容】

2020年度と2021年度の地域健診におい

て、心電図検査を受診した延べ120,804件の

うち、至急判定依頼をした308件を対象とし

た。

至急連絡対象所見の一覧を表１に示す。

対象所見の内、心房細動については出現頻

度が高いため、見直し以前は判定医の指導

の元、心拍数100以上のものについて至急判

定対象としていた。今回の見直しにより、

心拍数にかかわらず、再問診により次回受

診日がわかっている人、服薬中の人に対し

ては通常判定とすることとした。

また、再問診の実施にあたっては、問診内

容の統一と作業の簡素化を図るため、再問診

シールを採用した。再問診シールを表2に示

す。シールは心電図波形に添付し、判定前の

波形確認時情報として使用、その内容は判定

時の情報として提供している。

〇大窪三紀世　　湯沢　直子　　石﨑百利乃　　五島　里紗　　島田　優美

　木下　綾菜　　福田　知子　　手塚　桂子　　桑久保紀子　　渡邉　朋子

　増田　英夫　　森久保　寛　　渡邉　　慶

第 56 回全国予防医学技術研究会

（７）当施設における心電図検査至急連絡について

　公益財団法人栃木県保健衛生事業団

表１　至急連絡対象所見一覧

 

1 

洞機能不全症候群を疑う所見 

①高度な除脈(HR≦39) 

②洞房ブロック 

③洞停止(3秒以上) 

2 ①房室ブロックⅡ度 

(モビッツ) 

②房室ブロックⅡ度 

(2：1、それ以下の伝導) 

③完全房室ブロック 

3 心房粗動 

4 心房細動 

5 上室頻拍 

6 心室頻拍 

7 心室期外収縮ショートラン 

8 急性心筋梗塞を疑うＳＴ上昇 

9 心筋症を疑う陰性Ｔ波(Ｖ4～Ｖ6) 

表２　再問診内容(シール)

① 自覚症状 あり(胸痛、動悸)・なし 

② 通院の有無   あり ・ なし 

③ 服薬の有無   あり ・ なし 

④ 前回の受診月   月 

⑤ 次回受診予定  あり（  月）・なし 
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【至急連絡波形の流れ】

至急判定依頼は、健診当日に判定医へ心

電図波形をFAX送信し、その日に結果を返し

てもらう。

至急判定後判定医から紹介状が出た場合

は、翌日に各市町の至急精検担当者に電話

連絡し、受診者に近日中の医療機関受診の

連絡をお願いする。（図1）

【結果】

1．2020年度、2021年度の至急判定依頼状

況を表3に示す。2020年度の至急判定依頼数

は22件、至急連絡数は22件だった。2021年

度の至急判定依頼数は286件、至急連絡数は

141件だった。

2．至急連絡を行った163件の精検結果回

収率を表4に示す。2020年度は至急連絡数22

件中精検結果回収件数2 1件、回収率は

95.5％だった。2021年度は至急連絡数141件

中精検結果回収件数116件、回収率は82.3％

だった。

3．精密検査結果を表5に示す。2020年度

に要医療となったのは21件中12件で57.1％

だった。2021年度に要医療となったのは116

件中89件で76.7％だった。

【考察】

至急連絡対象所見すべてを至急判定依頼

対象としたことから、至急判定依頼数が前

年度に比べ多くなり、判定依頼の書類作成

作業に時間がかかることで、スタッフの負

担が増大した。

精密検査結果の回収率が2021年度は82.3%

であり、医療機関への受診を確認できない

ものもあった。また、精密検査を受診した

うち、2021年度は76.7％が要医療となり治

療を開始している。

再問診を実施することで、心電図所見に

対応して正しい情報を判定医に提供するこ

とができた。また、再問診や過去波形を確

認する事の重要性が確認できた。

【まとめ】

至急連絡は受診者の精密検査受診への意

識を高め、受診率向上に繋がると考える。

今後はスタッフの業務負担を軽減するた

め、作業手順の見直しや精密検査結果等の

データの分析を行い、至急連絡の精度向上

を図りたい。

至急連絡対象所見を抽出

至急連絡処理 通常処理

判定依頼の書類作成

・受診者情報

・波形のコピー

・前回波形（必要に応じて）

判定医に判読を依頼

（Fax送信）

翌日市町担当者に

電話連絡

年度

2020 22 21 95.5

2021 141 116 82.3

至　急
連絡数（件）

精検結果
回収件数（件）

回収率（％）

表４　精密検査結果回収率

年度

2020 4（19.0） 12（57.1） 21

2021 16（13.8） 89（76.7）

2（9.5） 1（4.8）

3（2.6） 3（2.6）

2（9.5）

5（4.3） 116

異常なし
件（％）

治療不要
件（％）

経過観察
件（％）

要医療
件（％）

治療継続
件（％）

合計

表５　精密検査結果内訳

年度

2020 54,158 22 22

2021 66,646 286 141

受診者数（件）
至急判定
依頼数（件）

至　急
連絡数（件）

表３　2020、2021年度至急判定依頼状況

図１　至急連絡波形の流れ
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【はじめに】

当支部では、2014年度より住民健診にお

いてWeb予約システムを導入している。

当支部が提案しているWeb予約システムに

は、受診者自身が健診日・受診項目を選択

し予約を取る方式に加え、過去数年度受診

歴（または前年度受診歴）のある受診者に

対し、個人ごとの健診案内通知に今年度の

受診日と受診項目を予約済みとして印字の

うえ通知する、受診日優先予約方式（日付

指定）があり、2017年度より提供してい

る。

受診日優先予約方式を採用した際の特

徴、受診者数の推移・連続受診率などにつ

いて、Web予約の効果と併せて報告する。

【Web 予約システムの利用状況】

当支部では、栃木県内17市町の健診を受

託している。そのうち10市町において、Web

予約システムを導入しており、当支部が提

供するWeb予約システムの特徴として、利用

に際し、健診案内通知の作成をセットで受

託することでシステム利用料を免除してい

ることが挙げられる。健診案内通知には、

個人ごとに付番したログインIDとパスワー

ドが記載されるとともに受診者ごとに受診

可能な受診項目を通知している。また、10

市町中4市町において、受診日優先予約方式

を採用している。10市町のWeb予約システム

の利用状況を表1に示す。

【対象】

2017年度から2021年度までの住民健診受

診者のうち、Web予約システムを利用し、当

支部単独で健診を受託している9市町を対象

とした。また、9市町の全受診者の中から、

毎年検診受診が可能な肺がん検診または大

腸がん検診を受診した受診者257,232件を対

象とした。

【方法】

Web予約のみを利用している5市町(A群)

と、受診日優先予約方式を採用している4市

町(B群)に対象群を分けた。それぞれの市町

ごと・年度ごとに受診者が肺がん検診また

は大腸がん検診を受診している受診件数を

抽出し、2年度分の受診者数全体の中の2年

連続受診者の割合を、対象群で比較した。

【結果】

A群における2017-2021年度の受診状況を

表2に示す。また、A群における2年連続受診

者の割合を表3に示す。2年連続受診率は、

2017-2018年度間で77.1％、2018-2019年度

間で77.4％、2019-2020年度間で70.4％、

2020-2021年度間で71.3％だった。

B群における2017-2021年度の受診状況を

表4に示す。また、B群における2年連続受診

者の割合を表5に示す。2年連続受診率は、

2017-2018年度間で82.9％、2018-2019年度

○手塚　真史　　小田部友哉　　我妻　寛之　　池澤　雄基

　幕田　俊幸　　戸村　圭佑　　永井　充洋　　渡邉　　慶

第 56 回全国予防医学技術研究会

（８）連続受診率からみる住民健診 Web 予約における受診日
　　 優先予約方式（日付指定）の導入効果について

　公益財団法人栃木県保健衛生事業団

表１　Web予約システム利用状況（2021年度）
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間で83.9％、2019-2020年度間で79.7％、

2020-2021年度間で80.3％だった。

また、2020年度は一部の自治体で健診中

止となった日程もあったことから、2019年

度と2021年度との連続受診率も併せて算出

した。2019-2021年度間の連続受診率はA群

で70.2％、B群で80.1％だった。

A群とB群を比較すると、どの年度間での比

較においてもB群の2年連続受診率がA群を上

回っていた。 2年連続受診率の差は、

2017-2018年度間で5.8％、2018-2019年度間

で6.5％、201 9 - 2 0 2 0年度間で9.3％、

2020-2021年度間で9.0％、2019-2021年度間

で9.9％となった。

なお、2019-2020年度間においては、新型

コロナウイルス感染症の影響があったことか

ら、A群・B群ともに2年連続受診率が低下し

た。2018-2019年度間と比較すると、A群では

7.0％低下し、B群では4.2％低下した。受診

者数でみても2019年度を100％とした場合、

2020年度受診者数はA群で78.1％、B群で

81.2％と減少した。

【考察とまとめ】

A群とB群を比較した際に、どの年度間でも

B群の2年連続受診率が上回っていた。このこ

とから、受診日優先予約方式は、受診者自身

が健診日等を選択する一般的な方式と比べ、

連続受診を促す効果があると考えられる。

また、新型コロナウイルス感染症の影響が

あったと考えられる2019-2020年度間におい

ても、B群の2年連続受診率はA群と比較し低

下率が少ないこと、2019年度と2021年度間で

は連続受診率の差が9.9％となり、約1割ほど

B群が上回ったことからも、受診日優先予約

方式には、新型コロナ感染症による受診控え

を抑制する効果があったと考えられる。

今回の比較で、受診日優先予約方式には受

診者の連続受診を促し、受診の機会を逃さな

いように働きかける導入効果があることがわ

かった。これは、受診者にとって、がんの早

期発見・早期治療に繋がるメリットと考えら

れるため、今後も引き続き、受診日優先予約

方式の推進に努めたい。

表５　B群における2年連続受診者の割合

表２　A群における2017-2021年度の受診状況

表３　A群における2年連続受診者の割合

表４　B群における2017-2021年度の受診状況
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